
京都市交通局職員給与規程の一部を改正する規程を公布する。 

  令和４年３月３１日 

京都市公営企業管理者   

交通局長 山本 耕治   

京都市交通局管理規程第１８号 

   京都市交通局職員給与規程の一部を改正する規程 

京都市交通局職員給与規程の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

(住居手当) 

第18条 住居手当は，自ら居住するための

住宅を借り受け(貸間を含む。)，月額

12,000円を超える家賃(使用料を含む。)

を支払っている，次の各号のいずれにも

該当しない職員に対して支給する。 

⑴ 第15条第2項に規定する扶養親族が所

有する住宅及び配偶者，父母又は配偶者

の父母(同項に規定する扶養親族でない

ものに限る。)が所有し，又は借り受け，

居住している住宅並びにこれらに準ずる

ものとして別に定める住宅の全部又は一

部を借り受けて当該住宅に居住している

職員 

⑵～⑸ （略） 

２～３ （略） 

(管理職手当) 

第28条 指定職員に対して，その者が属す

る職務の級に応じた別表第7に掲げる額

を支給する。ただし，職務の級，勤務の

状況等に応じ，給料月額の100分の15を 

(住居手当) 

第18条 住居手当は，自ら居住するための

住宅を借り受け(貸間を含む。)，月額

12,000 円を超える家賃(使用料を含む。)

を支払っている，次の各号のいずれにも

該当しない職員に対して支給する。 

⑴ 第15条第1項に規定する扶養親族が所

有する住宅及び配偶者，父母又は配偶者

の父母(同項に規定する扶養親族でない

ものに限る。)が所有し，又は借り受け，

居住している住宅並びにこれらに準ずる

ものとして別に定める住宅の全部又は一

部を借り受けて当該住宅に居住している

職員 

⑵～⑸ （略） 

２～３ （略） 

(管理職手当) 

第28条 指定職員に対して，その者が属す

る職務の級に応じた別表第 7 に掲げる額

を支給する。ただし，職務の級，勤務の

状況等に応じ，当該支給額と合わせて， 
  



  

超えない範囲内において加算することが

できる。 

２～３ （略） 

 

第１号様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給料月額の100分の25を超えない範囲内

において加算することができる。 

２～３ （略） 

 

第１号様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 改正箇所は，下線が引かれた部分である。 

   附 則 

この規程は，令和４年４月１日から施行する。 

（交通局企画総務部職員課） 


